
○岡垣町定住奨励金交付要綱 

令和元年11月13日岡垣町要綱第12号 

改正 

令和３年３月31日要綱第20号 

令和４年３月31日要綱第30号 

岡垣町定住奨励金交付要綱 

岡垣町定住奨励金交付要綱（平成29年岡垣町要綱第13号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、子育て世帯及び若年世帯の定住人口の増加による地域の

活性化並びに本町における空き家の流通促進を図るための奨励金を予算の範

囲内で交付することに関し、岡垣町補助金等交付規則（平成24年岡垣町規則

第７号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(１) 中古住宅 過去に居住の用に供したことのある一戸建て住宅又は分譲

マンションをいう。 

(２) 解体新築 中古住宅を購入し、かつ、当該中古住宅を解体した後、新

たに一戸建ての住宅を建築することをいう。 

(３) 同居 親等世帯と子世帯が町内の同一の住宅に居住することをいう。 

(４) 近居 親等世帯と子世帯が町内の異なる住宅に居住することをいう。 

(５) 子育て世帯 義務教育終了前の子ども及び当該子どもの親権を行う者

を構成員に含む世帯をいう。 

(６) 若年夫婦世帯 世帯を構成する夫婦の年齢の合計が80歳未満である世

帯（当該夫婦以外の世帯の構成員を有する場合を含む。）をいう。 

(７) 子世帯 子育て世帯及び若年夫婦世帯をいう。 

(８) 子 子世帯の世帯主又はその配偶者をいう。 

(９) 親等 奨励金申請時において、町内に住所を有する子の父母又は祖父

母をいう。 

（交付対象世帯） 

第３条 次の各号の要件のいずれにも該当する世帯に奨励金を交付する。 

(１) 自ら居住するため、令和２年１月１日から令和５年12月31日までの間

に、町内に中古住宅を購入し、又は解体新築していること。 

(２) 当該住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であっ

て、２分の１以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるもので

あること。 

(３) 住宅の取得後１年以内に当該住宅に居住し、住民基本台帳法（昭和42

年法律第81号）に基づく住民登録を行っていること。 

(４) 居住日において、子育て世帯又は若者夫婦世帯であること。 

(５) 世帯員全員が、町税、上下水道使用料及び保育料（施設型給付の給付



対象となる施設に限る。ただし、町外の公立保育所及び町外の認定こども

園及び町外の幼稚園を除く。）を滞納していない者であること。 

(６) 本町の自治区に加入していること。 

(７) 世帯員全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力団員でなく

なった日から５年を経過しない者でないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、交付の

対象としないものとする。 

(１) 町内に既に所有している住宅の建替又は買替 

(２) 別荘（居住の有無に関わらず、既に住宅を所有している者が新たに建

築又は購入する住宅をいう。）の取得 

(３) 相続又は贈与による住宅の取得 

(４) 公共事業に伴う住宅移転補償による住宅の取得 

(５) 過去に岡垣町中古住宅購入等補助金交付要綱（平成26年岡垣町要綱第

１号）に定める補助金又は岡垣町定住奨励金交付要綱（平成29年岡垣町要

綱第13号）に定める奨励金を受け取っていること。 

（奨励金の種類及び額） 

第４条 奨励金の種類及び額は、別表１に定めるとおりとする。 

２ 共有名義の物件である場合は、登記事項証明書に記載された奨励金の交付

を受けようとする世帯（以下「申請世帯」という。）の所有権の持分により

分し奨励金を算定する。ただし、申請世帯の所有権の持分が２分の１以上の

ときは奨励金額を全額とする。 

３ 岡垣町結婚新生活支援補助金交付要綱（平成30年岡垣町要綱第12号）に定

める補助対象世帯への奨励金額は、別表１に定める奨励金額から同要綱第６

条、第７条第２項又は第９条の交付決定を受けた補助金額のうち、購入費に

対する補助金額を控除した額とする。 

（奨励金の支給制限） 

第５条 前条に規定する奨励金の交付は、１世帯につき１回限りとする。 

（奨励金の交付申請） 

第６条 奨励金の交付を受けようとする世帯の代表者（以下「申請者」とい

う。）は、別表２に定める書類を、町長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、申請者が住民基本台帳、固定資産税課税台帳及

び町税等納付状況の調査同意書（様式第５号）を町長に提出したときは、次

に掲げる書類の提出を要しない。 

世帯員全員の住民票 

世帯員全員に町税、上下水道使用料及び保育料に滞納がないことを証する書

類 

住宅の登記事項証明書又は固定資産税課税明細書 

（奨励金の申請期間） 

第７条 交付申請期間は、住宅の所在地に住民登録した日から１年以内とする。



ただし、１月４日から３月31日までは申請期間外とする。 

２ 岡垣町結婚新生活支援補助金交付要綱（平成30年岡垣町要綱第12号）と併

用して補助金の申請をする世帯の交付申請期間は、同要綱第５条第３項と同

期間とする。 

（交付決定） 

第８条 町長は、第６条の規定による申請があったときは、速やかにこれを審

査し、奨励金の交付の可否を決定し、岡垣町定住奨励金交付決定（却下）通

知書（様式第６号）によりその旨を通知するものとする。 

（交付請求） 

第９条 前条の規定による交付決定の通知を受けた申請者は、岡垣町定住奨励

金交付請求書（様式第７号）により請求をしなければならない。 

（交付決定の取消し） 

第10条 交付決定世帯が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、

岡垣町定住奨励金交付取消通知書（様式第８号）により、その決定を取り消

すものとする。 

(１) 第３条に規定する交付対象世帯の要件を有しなくなったとき。 

(２) 交付決定世帯の夫婦（同居している子（奨励金の交付申請をする日に

おいて、15歳に達する日以後の最初の３月 31日までの間にある者に限

る。）がある場合を除く。以下同じ。）が離婚したとき又は夫婦のいずれ

か一方が他の住宅へ転居（子の出産、出産予定、単身赴任その他の事由に

よる一時転居の場合を除く。）したとき。 

(３) 虚偽の申請又は不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。 

（奨励金の返還） 

第11条 町長は、申請者が虚偽の申請又は不正な手段により奨励金の決定又は

交付を受けたときは、交付の決定を取り消し、又は岡垣町定住奨励金返還命

令書（様式第９号）により、期限を定めて奨励金の全部又は一部の返還を求

めるものとする。 

２ 町長は、前項の者にやむを得ない特別の事由があると認めるときは、奨励

金の返還を免除することができる。 

（その他） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 令和元年12月31日以前に住宅を新築又は購入した交付対象世帯については、

改正前の要綱の例による。 

（この要綱の失効） 

３ この要綱は、令和６年３月31日限り、その効力を失う。ただし、住宅に居

住した日から１年を経過していないものについては、なお従前の例による。 



（要綱の見直し） 

４ 町長は、町の財政状況、奨励金の効果その他の状況を勘案した上で、交付

対象世帯、奨励金の額その他の要綱の内容の見直し又は前項に定める失効日

の変更を行うものとする。 

附 則（令和３年３月31日要綱第20号抄） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月31日要綱第30号抄） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

別表１（第４条関係） 

奨励金の種

類 
条件 奨励金の額 

中古住宅購

入 

中古住宅を購入し、かつ、第３条に

規定する交付対象世帯に該当するこ

と。 

20万円 

同 居 又 は

近 居 の 場

合 は 、 20

万 円 を 加

算する。 

解体新築 

中古住宅を購入し、かつ、当該中古

住宅を解体した後、自ら居住するた

めに新たに一戸建ての住宅を建築

し、次の各号のいずれにも該当する

場合。 

(１) 第３条に規定する交付対象世

帯に該当すること。 

(２) 新築住宅の建設が中古住宅の

購入後２年以内に完了し、新築住

宅に居住していること。 

(３) 申請世帯又は親等世帯が解体

を行っていること。 

50万円 

別表２（第６条関係） 

奨励金の種類 必要書類 

中古住宅購入 

(１) 岡垣町定住奨励金交付申請書（様式第１号） 

(２) 世帯員全員の住民票 

(３) 世帯員全員に町税、上下水道使用料及び保育料に

滞納がないことを証する書類 

(４) 自治区加入証明書（様式第２号） 

(５) 住宅の売買契約書の写し 



(６) 住宅の登記事項証明書又は固定資産税課税明細書 

解体新築 

(１) 岡垣町定住奨励金（解体新築）交付申請書（様式

第３号） 

(２) 世帯員全員の住民票 

(３) 世帯員全員に町税、上下水道使用料及び保育料に

滞納がないことを証する書類 

(４) 自治区加入証明書（様式第２号） 

(５) 中古住宅の売買契約書の写し 

(６) 新築住宅の工事請負契約書の写し 

(７) 新築住宅の登記事項証明書 

(８) 解体工事に係る領収書の写し 

(９) 建築基準法（昭和25年法律第201号）による検査

済証 

(10) 中古住宅の滅失を記述した閉鎖登記事項証明書 

中古住宅購入 

同居又は近居 

(１) 岡垣町定住奨励金（同居・近居）交付申請書（様

式第４号） 

(２) 同居者又は近居者を含む世帯員全員の住民票 

(３) 同居又は近居者を含む世帯員全員に町税、上下水

道使用料及び保育料に滞納がないことを証する書類 

(４) 同居又は近居者との関係を示すもの（戸籍謄本又

は戸籍抄本） 

(５) 自治区加入証明書（様式第２号） 

(６) 住宅の売買契約書の写し 

(７) 住宅の登記事項証明書又は固定資産税課税明細書 

解体新築 

同居又は近居 

(１) 岡垣町定住奨励金（同居・近居）交付申請書（様

式第４号） 

(２) 同居者又は近居者を含む世帯員全員の住民票 

(３) 同居又は近居者を含む世帯員全員に町税、上下水

道使用料及び保育料に滞納がないことを証する書類 

(４) 同居又は近居者との関係を示すもの（戸籍謄本又

は戸籍抄本） 

(５) 自治区加入証明書（様式第２号） 

(６) 中古住宅の売買契約書の写し 

(７) 新築住宅の工事請負契約書の写し 

(８) 新築住宅の登記事項証明書 

(９) 解体工事に係る領収書の写し 

(10) 建築基準法（昭和25年法律第201号）による検査



済証 

(11) 中古住宅の滅失を記述した閉鎖登記事項証明書 



様式第１号（第６条関係） 

 



様式第２号（第６条関係） 

 



様式第３号（第６条関係） 

 



様式第４号（第６条関係） 

 



様式第５号（第６条関係） 

 



様式第６号（第８条関係） 

 



様式第７号（第９条関係） 

 



様式第８号（第10条関係） 

 



様式第９号（第11条関係） 

 


